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○
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
十
二
号

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
四
十
三
条
の

三
の
十
四
、
第
四
十
五
条
第
三
項
第
二
号
及
び
第
四
十
六
条
の
二
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
再
処
理
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の

方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
八
月
八
日

原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長

田
中

俊
一

再
処
理
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
改
正
の
対
象
と
な
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
則
の
一
部
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
表
に
よ
り
改
正
す
る
。

一

再
処
理
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
総
理
府
令
第
十
二
号
）

別
表

第
一

二

実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第

六
号
）

別
表
第
二



- 2 -

三

研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員

会
規
則
第
十
号
）

別
表
第
三

四

再
処
理
施
設
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
二
十
九
号
）

別
表
第
四

第
二
条

前
条
各
号
に
定
め
る
表
中
の
傍
線
及
び
二
重
傍
線
の
意
義
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し

た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
こ
と
。

二

条
項
番
号
そ
の
他
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
改
正
前
欄

に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
規
定
を
新
た
に
追
加
す
る
こ
と
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）
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第
二
条

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
又
は
設
置
に
着
手
さ
れ
て
い
る
再
処
理
施
設
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質

及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
四
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
再
処
理
施
設
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
す
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
再
処
理
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に

関
す
る
規
則
（
以
下
「
新
再
処
理
設
工
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
第
三
項
（
非
常
用
発
電
機
に
接
続
さ
れ
る
電
気
盤
に

関
す
る
措
置
に
係
る
部
分
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
再
処
理
施
設

の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
新
再
処
理
性
能
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
三
項
（
非
常
用
発

電
機
に
接
続
さ
れ
る
電
気
盤
に
関
す
る
措
置
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
一
年
八
月

一
日
以
後
最
初
に
当
該
再
処
理
施
設
に
係
る
法
第
四
十
六
条
の
二
の
三
第
一
項
の
検
査
を
終
了
し
た
日
又
は
平
成
三
十
一
年

八
月
一
日
以
後
に
再
処
理
（
法
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
再
処
理
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
事
業
を
開
始
す

る
日
の
前
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
の
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
経
過
措
置
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

経
過
措
置
期
間
中
に
行
わ
れ
る
次
に
掲
げ
る
認
可
及
び
検
査

イ

法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
（
新
再
処
理
設
工
規
則
第
十
九
条
第
三
項
に
適
合
す
る
た
め
に
必
要
な
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事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

ロ

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
検
査
（
イ
の
認
可
を
受
け
た
設
計
及
び
方
法
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
工
事
に
係
る
も
の
に
限

る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

二

前
号
ロ
の
検
査
に
合
格
し
た
再
処
理
施
設

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
又
は
設
置
に
着
手
さ
れ
て
い
る
再
処
理
施
設
に
対
す
る
新
再
処
理
設
工
規
則
第
十

九
条
第
三
項
（
非
常
用
発
電
機
に
接
続
さ
れ
る
電
気
盤
に
関
す
る
措
置
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
新
再
処
理
性
能
規
則

第
二
十
八
条
第
三
項
（
非
常
用
発
電
機
に
接
続
さ
れ
る
電
気
盤
に
関
す
る
措
置
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
平
成
三
十
三
年
八
月
一
日
以
後
最
初
に
当
該
再
処
理
施
設
に
係
る
法
第
四
十
六
条
の
二
の
三
第
一
項
の
検
査
を

終
了
し
た
日
又
は
平
成
三
十
三
年
八
月
一
日
以
後
に
再
処
理
の
事
業
を
開
始
す
る
日
の
前
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
の
間

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
経
過
措
置
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

経
過
措
置
期
間
中
に
行
わ
れ
る
次
に
掲
げ
る
認
可
及
び
検
査

イ

法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
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ロ

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
検
査

二

前
号
ロ
の
検
査
に
合
格
し
た
再
処
理
施
設

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
又
は
設
置
に
着
手
さ
れ
て
い
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
（
法
第
四
十
三
条
の
三
の
五

第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
す
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
実

用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
新
実
用
炉
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
五
条

第
三
項
（
非
常
用
発
電
機
に
接
続
さ
れ
る
電
気
盤
に
関
す
る
措
置
に
係
る
部
分
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

及
び
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（

以
下
「
新
研
開
炉
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
四
条
第
三
項
（
非
常
用
発
電
機
に
接
続
さ
れ
る
電
気
盤
に
関
す
る
措
置
に
係

る
部
分
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
一
年
八
月
一
日
以
後
最
初
に

当
該
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
係
る
法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
五
の
検
査
を
終
了
し
た
日
又
は
平
成
三
十
一
年
八
月
一
日
以
後

に
発
電
用
原
子
炉
（
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
発
電
用
原
子
炉
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
運
転
を
開
始
す

る
日
の
前
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
の
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
経
過
措
置
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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一

経
過
措
置
期
間
中
に
行
わ
れ
る
次
に
掲
げ
る
認
可
及
び
検
査

イ

法
第
四
十
三
条
の
三
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
（
新
実
用
炉
規
則
第
四
十
五
条
第
三
項
又
は
新
研
開
炉
規
則

第
四
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
適
合
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

ロ

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
一
第
一
項
の
検
査
（
イ
の
認
可
を
受
け
た
工
事
の
計
画
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
工
事
に
係
る

も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

二

前
号
ロ
の
検
査
に
合
格
し
た
発
電
用
原
子
炉
施
設

４

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
又
は
設
置
に
着
手
さ
れ
て
い
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
対
す
る
新
実
用
炉
規
則
第

四
十
五
条
第
三
項
（
非
常
用
発
電
機
に
接
続
さ
れ
る
電
気
盤
に
関
す
る
措
置
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
新
研
開
炉
規
則

第
四
十
四
条
第
三
項
（
非
常
用
発
電
機
に
接
続
さ
れ
る
電
気
盤
に
関
す
る
措
置
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
平
成
三
十
三
年
八
月
一
日
以
後
最
初
に
当
該
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
係
る
法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
五
の
検
査

を
終
了
し
た
日
又
は
平
成
三
十
三
年
八
月
一
日
以
後
に
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
を
開
始
す
る
日
の
前
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日

ま
で
の
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
経
過
措
置
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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一

経
過
措
置
期
間
中
に
行
わ
れ
る
次
に
掲
げ
る
認
可
及
び
検
査

イ

法
第
四
十
三
条
の
三
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可

ロ

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
一
第
一
項
の
検
査

二

前
号
ロ
の
検
査
に
合
格
し
た
発
電
用
原
子
炉
施
設
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再
処
理
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表
（
第
一
条
関
係
）

別
表
第
一

改

正

後

改

正

前

（
保
安
電
源
設
備
）

（
保
安
電
源
設
備
）

第
十
九
条

［
略
］

第
十
九
条

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

保
安
電
源
設
備
に
は
、
外
部
電
源
系
統
及
び
非
常
用
電
源
設
備
か
ら
再
処

３

保
安
電
源
設
備
に
は
、
外
部
電
源
系
統
及
び
非
常
用
電
源
設
備
か
ら
再
処

理
施
設
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
へ
の
電
力
の
供
給
が
停

理
施
設
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
へ
の
電
力
の
供
給
が
停

止
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

止
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
機
器
の
損
壊
、
故
障
そ
の
他
の
異
常
を
検
知

。

す
る
と
と
も
に
、
そ
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

高
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
ア
ー
ク
放
電
に
よ
る
電
気
盤
の
損
壊
の
拡
大
を
防
止

［
号
を
加
え
る
。
］

す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
機
器
の
損
壊
、
故
障
そ
の
他
の
異
常
を

［
号
を
加
え
る
。
］

検
知
し
、
及
び
そ
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

［
４
・
５

略
］

［
４
・
５

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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別
表
第
二

実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表
（
第
一
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

（
保
安
電
源
設
備
）

（
保
安
電
源
設
備
）

第
四
十
五
条

［
略
］

第
四
十
五
条

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

保
安
電
源
設
備
（
安
全
施
設
へ
電
力
を
供
給
す
る
た
め
の
設
備
を
い
う
。

３

保
安
電
源
設
備
（
安
全
施
設
へ
電
力
を
供
給
す
る
た
め
の
設
備
を
い
う
。

）
に
は
、
第
一
項
の
電
線
路
、
当
該
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
お
い
て
常
時
使

）
に
は
、
第
一
項
の
電
線
路
、
当
該
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
お
い
て
常
時
使

用
さ
れ
る
発
電
機
及
び
非
常
用
電
源
設
備
か
ら
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
安
全

用
さ
れ
る
発
電
機
及
び
非
常
用
電
源
設
備
か
ら
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
安
全

性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
装
置
へ
の
電
力
の
供
給
が
停
止
す
る
こ
と
が

性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
装
置
へ
の
電
力
の
供
給
が
停
止
す
る
こ
と
が

な
い
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
よ
う
に
、
機
器
の
損
壊
、
故
障
そ
の
他
の
異
常
を
検
知
す
る
と
と
も
に

、
そ
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

一

高
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
ア
ー
ク
放
電
に
よ
る
電
気
盤
の
損
壊
の
拡
大
を
防
止

［
号
を
加
え
る
。
］

す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
機
器
の
損
壊
、
故
障
そ
の
他
の
異
常
を

［
号
を
加
え
る
。
］

検
知
し
、
及
び
そ
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

［
４
～
８

略
］

［
４
～
８

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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別
表
第
三

研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表
（
第
一
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

（
保
安
電
源
設
備
）

（
保
安
電
源
設
備
）

第
四
十
四
条

［
略
］

第
四
十
四
条

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

保
安
電
源
設
備
（
安
全
施
設
へ
電
力
を
供
給
す
る
た
め
の
設
備
を
い
う
。

３

保
安
電
源
設
備
（
安
全
施
設
へ
電
力
を
供
給
す
る
た
め
の
設
備
を
い
う
。

）
に
は
、
第
一
項
の
電
線
路
、
当
該
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
お
い
て
常
時
使

）
に
は
、
第
一
項
の
電
線
路
、
当
該
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
お
い
て
常
時
使

用
さ
れ
る
発
電
機
及
び
非
常
用
電
源
設
備
か
ら
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
安
全

用
さ
れ
る
発
電
機
及
び
非
常
用
電
源
設
備
か
ら
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
安
全

性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
装
置
へ
の
電
力
の
供
給
が
停
止
す
る
こ
と
が

性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
装
置
へ
の
電
力
の
供
給
が
停
止
す
る
こ
と
が

な
い
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
よ
う
に
、
機
器
の
損
壊
、
故
障
そ
の
他
の
異
常
を
検
知
す
る
と
と
も
に

、
そ
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

一

高
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
ア
ー
ク
放
電
に
よ
る
電
気
盤
の
損
壊
の
拡
大
を
防
止

［
号
を
加
え
る
。
］

す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
機
器
の
損
壊
、
故
障
そ
の
他
の
異
常
を

［
号
を
加
え
る
。
］

検
知
し
、
及
び
そ
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

［
４
～
８

略
］

［
４
～
８

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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別
表
第
四

再
処
理
施
設
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表
（
第
一
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

（
保
安
電
源
設
備
）

（
保
安
電
源
設
備
）

第
二
十
八
条

［
略
］

第
二
十
八
条

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

保
安
電
源
設
備
は
、
外
部
電
源
系
統
及
び
非
常
用
電
源
設
備
か
ら
再
処
理

３

保
安
電
源
設
備
は
、
外
部
電
源
系
統
及
び
非
常
用
電
源
設
備
か
ら
再
処
理

施
設
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
へ
の
電
力
の
供
給
が
停
止

施
設
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
へ
の
電
力
の
供
給
が
停
止

す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ

す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
機
器
の
損
壊
、
故
障
そ
の
他
の
異
常
を
検
知
す

ば
な
ら
な
い
。

る
と
と
も
に
、
そ
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

高
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
ア
ー
ク
放
電
に
よ
る
電
気
盤
の
損
壊
の
拡
大
を
防
止

［
号
を
加
え
る
。
］

す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
機
器
の
損
壊
、
故
障
そ
の
他
の
異
常
を

［
号
を
加
え
る
。
］

検
知
し
、
及
び
そ
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

［
４
・
５

略
］

［
４
・
５

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


